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平成 28 年２月 23 日 

各    位 

会 社 名 フューチャーアーキテクト株式会社 

代表者名 代表取締役社長    東  裕二 

   （コード番号 4722 東証第一部 ） 

問合せ先  執行役員        中島 由彦 

（ＴＥＬ (03) 5740 － 5724 ） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28 年２月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28

年３月 22 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

記 

１．定款変更の理由 

（１）当社は、本日発表の「新設分割による持株会社制移行に関するお知らせ」に記載の

とおり、平成 28 年４月１日付で、当社のＩＴコンサルティング事業を新設分割により分

社化し、新設するフューチャーアーキテクト株式会社に承継させ、持株会社体制に移行す

る予定です（当社は、同日付で商号をフューチャー株式会社と変更する予定です。）。これ

に伴い、現行定款第１条（商号）及び現行定款第２条（目的）の変更を行い、附則第１条

をもって、これらの変更は、第２号議案「新設分割計画承認の件」が可決されることを条

件として、平成 28 年４月１日付でその効力が生じることを明確にするものであります。 

（２）当社は、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、監査役会設置会社か

ら、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）（以下、「改正会社法」とい

います。）により創設された「監査等委員会設置会社」に移行することといたしたいと存

じます。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査

役会に関する規定の削除を行うとともに、経営の効率性を高め、権限移譲による迅速な意

思決定を可能とするための取締役への権限委任に関する規定の新設その他の所要の変更

をするため、定款の一部を変更するものであります。 

（３）改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されまし

た。取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行を行わない取締役

との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、定款の一部を変更するものであ

ります。なお、責任限定契約に係る定款の変更につきましては、各監査役の同意を得てお

ります。 

（４）その他、上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は別紙記載のとおりです。 

 

● 本件に関するお問い合わせ先： 

フューチャーアーキテクト株式会社 IR 担当 池内 

IR 直通 Tel：03-5740-5724  電子メール：ir@future.co.jp 



 

（別紙） 

変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、フューチャーアーキテク

ト株式会社と称する。 

英文では Future Architect, Inc. 

と表示する。 

（商号） 

第１条 当会社は、フューチャー株式会社と

称する。 

英文では Future Corporation と表

示する。 

(目的) 

第２条  

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

１．企業経営及び業務運営に関するコンサル

ティング 

２．情報システムのコンサルティング 

３．情報システムの企画、設計、開発、保守、

運用及び管理 

４．ハードウェア及びソフトウェアの企画、

設計、開発、調達、販売、保守並びにその利

用に関するサービスの提供 

５．各種情報の調査、分析、研究、評価、教

育及び研修 

６．前各号に関する各種アナログ及びデジタ

ルサービスの提供 

７．有価証券の保有、投資事業 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと、及

び次の事業を営む会社（外国会社を

含む。）、組合（外国における組合に

相当するものを含む。）その他これ

らに準ずる事業体の株式又は持分

を保有することにより、当該会社等

の事業活動を支配、管理及び支援等

を行うことを目的とする。 

１．～７． ＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．投資事業組合財産の運用及び管理 

９．労働者派遣及び有料職業紹介事業 

10．雑誌及び書籍の出版並びに販売 

11．広告宣伝事業 

12．インターネット及び電話等を通しての通

信販売事業 

13．インターネットメディア事業及びインタ

ーネットマーケティング事業 

14．映像、ゲーム、音楽等のデジタルコンテ

ンツの企画、制作、製造、卸及び販売 

15．一般旅行業、国内外旅行業、旅行代理店

業 

16．スーパー及びコンビニエンスストア等の

経営 

17．農産物、水産物、酒類、米穀等の企画、

栽培、加工、製造、売買、輸出入及びこ

れらの仲介 
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８．前各号に附帯する一切の事業 

 

第３条 ＜条文省略＞ 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役ほ

か、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 

３．監査役会 

４．会計監査人 

 

18．医療情報の収集、処理及び提供業務 

19．不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 

20．発電事業及び電気、蒸気その他エネルギ

ーの供給に関する事業及びエネルギー

に関する情報の収集処理業務 

21．倉庫業及び運送業並びに物流センターの

管理運営及び物流情報の収集処理業務 

22．知的財産権の取得、維持、管理、利用許

諾及び譲渡 

23．経営、労務及び経理事務等の事務代行業 

24．関係会社等の事業に関する金銭の貸付業

務、資金調達業務、外国為替取引業務、

資金運用業務及びこれらの代行業務 

25．前各号に附帯又は関連する一切の事業 

 

第３条 ＜現行どおり＞ 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役ほ

か、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査等委員会 

＜削徐＞ 

 ３．会計監査人 

 

第２章 株式 

 

第２章 株式 

 

第５条～第 11 条 ＜条文省略＞ 

 

 

第５条～第 11 条 ＜現行どおり＞ 

 

第３章 株主総会 

 

第３章 株主総会 

第 12 条～第 13 条 ＜条文省略＞ 

 

（招集権者及び議長） 

第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを

招集し、議長となる。 

② 取締役社長に事故があるときは、

取締役会においてあらかじめ定

めた順序に従い、他の取締役が株

主総会を招集し、議長となる。 

 

 

 

 

 

第 15 条～第 17 条 ＜条文省略＞ 

 

第 12 条～第 13 条 ＜現行どおり＞ 

 

（招集権者及び議長） 

第 14 条 株主総会は、代表取締役がこれを

招集し、議長となる。 

② 代表取締役が複数の場合は、取締

役会において予め定めた順序に

従い、先順位の代表取締役が株主

総会を招集し、議長となる。代表

取締役に事故があるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた

順序に従い、他の取締役がその任

にあたる。 

 

第 15 条～第 17 条 ＜現行どおり＞ 
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第４章 取締役及び取締役会 

 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役の員数） 

第 18 条 当会社の取締役は、20 名以内とす

る。 

 

 

 

（取締役の選任方法） 

第 19 条 ＜条文省略＞ 

     ＜新設＞ 

 

 

 ② 取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 

 

（取締役の任期） 

第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

第 21 条 ＜条文省略＞ 

 

（取締役会の招集通知） 

第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び監査役に

対して発する。ただし、緊急に招集

の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

   ②取締役及び監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経ない

で取締役会を開くことができる。 

 

第 23 条 ＜条文省略＞ 

 

（取締役の員数） 

第 18 条 当会社の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）は 10 名以内、

監査等委員である取締役は５名

以内とする。 

 

（取締役の選任方法） 

第 19 条 ＜現行どおり＞       

   ② 取締役は、監査等委員である取締

役とそれ以外の取締役とを区別し

て選任するものとする。 

③ 取締役の選任決議は、累積投票に

よらないものとする。 

 

（取締役の任期） 

第 20 条 取締役（監査等委員である取締役

を除く。）の任期は、選任後 1 年

以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする。 

   ② 監査等委員である取締役の任期

は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時まで

とする。 

   ③ 任期満了前に退任した監査等委

員である取締役の補欠として選

任された監査等委員である取締

役の任期は、退任した監査等委員

である取締役の任期の満了する

時までとする。 

 

第 21 条 ＜現行どおり＞ 

 

（取締役会の招集通知） 

第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役に対して発

する。ただし、緊急に招集の必要

があるときは、この期間を短縮す

ることができる。 

   ② 取締役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで取締

役会を開くことができる。 

 

第 23 条 ＜現行どおり＞ 
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     ＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 条 ＜条文省略＞ 

 

（取締役の報酬等） 

第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益（以下、「報酬等」

という。）は、株主総会の決議によ

って定める。 

 

 

 

第 26 条 ＜条文省略＞ 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社外取締役との間の責任限定契約） 

第 27 条 当会社は、会社法 427 条第１項の

規定により、社外取締役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が定める

額とする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取締役への委任） 

第 24 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第

６項の規定により、取締役会の決

議によって重要な業務執行（同条

第５項各号に掲げる事項を除く。）

の決定の全部又は一部を取締役に

委任することができる。 

 

第 25 条 ＜現行どおり＞ 

 

（取締役の報酬等） 

第 26 条 取締役の報酬、賞与その

他の職務執行の対価として当会社

から受ける財産上の利益（以下、「報

酬等」という。）は、監査等委員で

ある取締役とそれ以外の取締役と

を区別して、株主総会の決議によっ

て定める。 

 

第 27 条 ＜現行どおり＞ 

   ② 当会社は、会社法第 427 条第１項

の規定により、取締役（業務執行

取締役等である者を除く。）との間

に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令

が定める額とする。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 監査等委員会 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第 28 条 監査等委員会の招集通知は、会日

の３日前までに各監査等委員に対

して発する。ただし、緊急に招集

の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。 

   ② 監査等委員の全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで監

査等委員会を開くことができる。 
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＜新設＞ 

 

 

 

 

 

（監査役の員数） 

第 28 条 当会社の監査役は、５名以内とす

る。 

 

（監査役の選任方法） 

第 29 条 監査役は、株主総会において、議

決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数

をもって選任する。 

 

（監査役の任期） 

第 30 条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する定時株主総会の終結の

時までとする。 

   ②任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満了

する時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第 31 条 監査役会は、その決議によって常

勤の監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

る。ただし、緊急に招集の必要があ

る時は、この期間を短縮することが

できる。 

   ②監査役全員の同意がある時は、招集

の手続きを経ないで監査役会を開

催することができる。 

 

（監査役会規程） 

第 33 条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会において

定める監査役会規程による。 

 

（監査役の報酬等） 

第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。 

 

（監査等委員会規程） 

第 29 条 監査等委員会に関する事項は、法

令又は本定款のほか、監査等委員

会において定める監査等委員会

規程による。 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

       

 

 

 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＜削除＞ 

 

 

 

 

       ＜削除＞ 
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（監査役の責任免除） 

第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第１項

の定めにより、任務を怠ったことに

よる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。 

 

（社外監査役との責任限定契約） 

第 36 条 当会社は、会社法第 427 条第１項

の定めにより、社外監査役との間

に、任務を怠ったことによる損害賠

償責任を限定する契約を締結する

ことができる。 

    ただし、当該契約に基づく責任の限

度額は、法令が定める額とする。 

 

第６章 会計監査人 

 

第 37 条～第 38 条  ＜条文省略＞ 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定める。 
 
 
第 40 条～第 42 条  ＜条文省略＞ 

 
＜新設＞ 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

  

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 会計監査人 

 

第 30 条～第 31 条 ＜現行通り＞ 

 

会計監査人の報酬等） 

第 32 条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査等委員会の同意を得て定

める。 

 

第 33 条～第 35 条 ＜現行通り＞ 

 

附 則 

第１条 定款第１条（商号）及び第２条（目

的）の変更は平成 28 年３月 22 日開

催の定時株主総会で承認可決され

た新設分割計画に基づく新設分割

設立会社の成立日をもって効力が

生じるものとする。なお、本附則は

効力発生日の経過をもって削除す

る。 

第２条 当会社は、平成 28 年３月 22 日開催

の定時株主総会で承認可決された

定款第１条（商号）及び第２条（目

的）以外の定款の一部変更の効力発

生前の行為に関し、会社法第 426 条

第１項の規定により、任務を怠った

ことによる監査役（監査役であった

者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会の決議

によって免除することができる。 
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